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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指

摘を受けたため、2019年12月13日、当該指摘に係る事実関係の解明、並びに事実と認められた場合の原因の究明、類似

事象の有無の確認、連結財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を有し

ない外部の弁護士及び公認会計士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。

当社は、特別調査委員会の2020年３月12日付け最終調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果から、2014

年12月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至りました。この結果、第31期第２四半期

（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）においては、売上高4,184百万円、売上原価3,550百万円をそれぞれ

取消処理しており、不正行為に関連した取引を取消処理したことで生じた差額2,841百万円は「流動資産のその他」に

含めて表示しております。

これらの決算訂正により、当社が平成29年11月８日に提出しました第31期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　

平成29年９月30日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４

項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており、そ

の四半期レビュー報告書を添付しております。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

独立監査人の四半期レビュー報告書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第30期

第２四半期
連結累計期間

第31期
第２四半期
連結累計期間

第30期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 63,113 66,126 153,124

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △2 1,639 5,519

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △159 863 3,584

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △298 1,002 4,062

純資産額 （百万円） 52,862 55,760 55,954

総資産額 （百万円） 92,876 96,078 102,038

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） △1.89 10.21 42.38

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － 10.18 42.29

自己資本比率 （％） 56.8 57.9 54.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 638 6,735 259

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △517 △636 △1,127

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,791 △1,764 △3,564

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 19,995 21,570 17,236

 

回次
第30期

第２四半期
連結会計期間

第31期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 2.63 12.89

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第30期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

① セグメント別の受注高・売上高・受注残高

　エンタープライズ（ＥＮＴ）事業は、セキュリティ対策、クラウド基盤、働き方改革関連のビジネスが好調に推

移しました。通信事業者（ＳＰ）事業は、クラウドサービス基盤のビジネスが堅調に推移しました。また、通信事

業者経由でのマネージドサービスが好調に推移しました。パブリック（ＰＵＢ）事業は、自治体・ヘルスケア・大

学・教育委員会等でセキュリティ対策・クラウド基盤案件が堅調に推移しました。パートナー事業（ネットワン

パートナーズ株式会社－ＮＯＰ）は、主要パートナー向けのビジネスが継続・拡大して好調に推移しました。

 

　当第２四半期連結累計期間における受注高は、758億86百万円となり45億７百万円（前年同四半期比6.3％増）の

増加となりました。内訳としては、ＥＮＴ事業で243億18百万円（前年同四半期比11.0％増）、ＳＰ事業で128億86

百万円（前年同四半期比15.3％減）、ＰＵＢ事業で226億89百万円（前年同四半期比6.0％増）、パートナー事業で

156億12百万円（前年同四半期比24.3％増）、その他で３億80百万円となりました。

　売上高は、661億26百万円となり30億13百万円（前年同四半期比4.8％増）の増加となりました。内訳としては、

ＥＮＴ事業で216億11百万円（前年同四半期比3.3％増）、ＳＰ事業で136億91百万円（前年同四半期比13.2％

減）、ＰＵＢ事業で161億62百万円（前年同四半期比4.7％増）、パートナー事業で144億34百万円（前年同四半期

比35.3％増）、その他で２億26百万円となりました。

　受注残高は、681億83百万円となり65億51百万円（前年同四半期比10.6％増）の増加となりました。内訳として

は、ＥＮＴ事業で236億60百万円（前年同四半期比19.6％増）、ＳＰ事業で101億70百万円（前年同四半期比1.0％

減）、ＰＵＢ事業で264億41百万円（前年同四半期比12.6％増）、パートナー事業で77億28百万円（前年同四半期

比4.1％減）、その他で１億83百万円となりました。

 

② 商品群別の受注高・売上高・受注残高

　当第２四半期連結累計期間における受注高は、機器商品群が475億45百万円（前年同四半期比4.1％増）、サービ

ス商品群は283億41百万円（前年同四半期比10.2％増）となりました。

　売上高は、機器商品群が383億43百万円（前年同四半期比6.0％増）、サービス商品群は277億83百万円（前年同

四半期比3.1％増）となりました。

　受注残高は、機器商品群が239億９百万円（前年同四半期比2.8％増）、サービス商品群は442億73百万円（前年

同四半期比15.4％増）となりました。

 

③ 損益の状況

　売上高の増加並びに売上総利益率の改善により、売上総利益は158億67百万円（前年同四半期比13.7％増）とな

りました。販売費及び一般管理費が142億87百万円となった結果、営業利益は15億80百万円（前年同四半期は営業

利益18百万円）、経常利益は16億39百万円（前年同四半期は経常損失２百万円）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は８億63百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失159百万円）となりました。
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(2）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は960億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて59億59百万円の減

少（5.8％減）となりました。

　個別に見ますと、流動資産は855億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて55億25百万円の減少（6.1％減）

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が168億18百万円減少し、一方で、現金及び預金が43億33百万

円、たな卸資産が合計で49億88百万円増加したことによるものです。また、固定資産は105億５百万円となり、前

連結会計年度末に比べて４億34百万円の減少（4.0％減）となりました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は403億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて57億65百万円の減

少（12.5％減）となりました。これは主に、買掛金が50億17百万円減少したことによるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は557億60百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億94百万円の

減少（0.3％減）となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益を８億63百万円計上、繰延ヘッ

ジ損益が１億38百万円増加し、一方で、配当金の支払いにより利益剰余金が12億68百万円減少したことによるもの

です。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間においては、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少等により、営業活動

によるキャッシュ・フローは67億35百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、営業用固定資産の取得等により６億36百万円の支出となり、ま

た、財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払い等により17億64百万円の支出となりました。

その結果、現金及び現金同等物は43億33百万円増加し、四半期末残高は215億70百万円となりました。

　なお、前年同四半期との比較は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による収入は67億35百万円となり、前年同四半期に比べ60億96百万円の収入増となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益の増加による収入が16億41百万円増加、売上債権の減少による収入が93億80百万円

増加、仕入債務の減少による支出が16億65百万円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による支出は６億36百万円となり、前年同四半期に比べ１億18百万円の支出増となりました。これは主

に、固定資産の取得による支出が合計で３億78百万円減少し、一方で、有価証券の償還による収入５億円が無く

なったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による支出は17億64百万円となり、前年同四半期に比べ26百万円の支出減となりました。

(4）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(6）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、９億65百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29年11月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 86,000,000 86,000,000
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式であり、単元株式数は100
株であります。

計 86,000,000 86,000,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年６月15日

新株予約権の数（個） 322

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 32,200　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） １　（注）２

新株予約権の行使期間
自 平成29年７月４日

至 平成59年７月３日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　1,015

資本組入額　　　508（注）３

新株予約権の行使の条件 　　（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取

締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　（注）５

（注）１．新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。なお、新株

予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）又は株式

併合を行う場合、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権につい

て、付与株式数を次の算式により調整する。

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発

生日以降、これを適用する。また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
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２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式

１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

３．資本組入額

（1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げるものとする。

（2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）に記載の資

本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

４．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使期間内にお

いて、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人（嘱託社員を除く）のいずれの地位

をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限

り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

（2）新株予約権者が、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人（嘱託社員を除く）のい

ずれかに在任中若しくは在職中に死亡した場合又はこれらの地位を喪失した日の翌日から10日を経過す

る日までの間に死亡した場合、その者の相続人は、その者が死亡した日の翌日から６ヶ月を経過する日

までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

 

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収

分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新

株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会

社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合

に限る。

 

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１.に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、

新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）３．に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。
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（8）新株予約権の行使条件

（注）４．に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得条項

以下に準じて決定する。

① 新株予約権者が、権利を行使する前に、新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は、

当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、以下イ、ロ又はハの議案が当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は当社の取締役会で承認された場合）は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で

取得することができる。

イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ．当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 86,000,000 － 12,279 － 19,453
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（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,154,700 12.97

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,028,100 7.01

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口９）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,491,200 5.22

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口５）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,613,200 1.88

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ

東京支店）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107

NO

（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）
1,552,900 1.81

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券

投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号　晴海

トリトンスクエアタワーＺ 1,469,800 1.71

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 1,440,000 1.67

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口４）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,354,000 1.57

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,324,800 1.54

ネットワンシステムズ従業員持株会
東京都千代田区丸の内２丁目７番２号　

ＪＰタワー 1,254,273 1.46

計 － 31,682,973 36.84

　（注）１．上記のほか、自己株式が1,384,225株あります。

 

　　　　２．平成29年10月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、アセットマネ

ジ　メントOne株式会社及びその共同保有者から平成29年９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載

さ　れているものの、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないた

め、　上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数（株）

株券等保有
割合（％）

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 6,356,100 7.39

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 102,800 0.12

計 － 6,458,900 7.51
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　　　　３．平成29年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株

式　会社及びその共同保有者から平成29年９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているも

の　　の、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株

主の　状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数（株）

株券等保有
割合（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 1,840,200 2.14

ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・

エー（BlackRock（Luxembourg）S.A.）

ルクセンブルク大公国　L-1855　J.F.ケネ

ディ通り　35A
1,173,500 1.36

ブラックロック・アセット・マネジメン

ト・アイルランド・リミテッド（BlackRock

Asset Management Ireland Limited）

アイルランド共和国　ダブリン　インター

ナショナル・ファイナンシャル・サービ

ス・センター　JPモルガン・ハウス

140,270 0.16

ブラックロック・ファンド・アドバイザー

ズ（Black Rock Fund Advisors）

米国　カリフォルニア州　サンフランシス

コ市　ハワード・ストリート　400
811,400 0.94

ブラックロック・インスティテューショナ

ル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．

（BlackRock Institutional Trust

Company, N.A.）

米国　カリフォルニア州　サンフランシス

コ市　ハワード・ストリート　400
526,200 0.61

計 － 4,491,570 5.22

 

　　　　４．平成29年７月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和住銀投信投資顧問株式会

社　から平成29年６月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四

半　期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりま

せ　　ん。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数（株）

株券等保有
割合（％）

大和住銀投信投資顧問株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 4,716,800 5.48

計 － 4,716,800 5.48

 

　　　　５．平成29年６月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三菱

東　京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者から平成29年６月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて

い　るものの、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行以外は、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所

有　株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数（株）

株券等保有
割合（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,324,800 1.54

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,662,200 3.10

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号 792,300 0.92

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式

会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 462,486 0.54

三菱ＵＦＪアセット・マネジメント(UK)

(Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)

Ltd.)

24 Lombard Street, London, EC3V 9AJ,

United Kingdom
262,500 0.31

計 － 5,504,286 6.40
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　　　　６．平成29年６月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、日本バ

リュー・　インベスターズ株式会社から平成29年６月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい

るもの　　の、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記

大株主の　状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等
の数（株）

株券等保有
割合（％）

日本バリュー・インベスターズ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 3,368,100 3.92

計 － 3,368,100 3.92

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　1,384,200 －

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　 84,610,900 846,109 同上

単元未満株式 普通株式　　　　　　4,900 － －

発行済株式総数 86,000,000 － －

総株主の議決権 － 846,109 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株含まれております。

　　　　 また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ネットワンシステムズ

株式会社

東京都千代田区丸の

内二丁目７番２号Ｊ

Ｐタワー

1,384,200 － 1,384,200 1.61

計 － 1,384,200 － 1,384,200 1.61

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る訂正後の

四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,236 20,570

受取手形及び売掛金 44,507 27,688

有価証券 999 999

商品 1,919 1,406

未着商品 761 756

未成工事支出金 12,691 18,201

貯蔵品 19 14

繰延税金資産 1,618 1,075

その他 12,345 14,859

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 91,098 85,572

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 4,161 3,930

その他 1,344 1,258

有形固定資産合計 5,505 5,189

無形固定資産   

のれん 41 30

その他 2,101 1,928

無形固定資産合計 2,142 1,959

投資その他の資産   

投資有価証券 309 427

繰延税金資産 1,030 971

その他 1,952 1,959

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 3,291 3,357

固定資産合計 10,940 10,505

資産合計 102,038 96,078
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,301 12,284

リース債務 2,341 2,596

未払金 1,162 1,181

未払法人税等 2,298 574

前受金 11,838 14,654

賞与引当金 3,479 2,519

役員賞与引当金 121 30

その他 2,511 1,703

流動負債合計 41,055 35,544

固定負債   

リース債務 4,652 4,395

資産除去債務 374 377

その他 0 －

固定負債合計 5,027 4,773

負債合計 46,083 40,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,279 12,279

資本剰余金 19,453 19,462

利益剰余金 25,198 24,793

自己株式 △1,118 △1,088

株主資本合計 55,812 55,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

繰延ヘッジ損益 13 152

その他の包括利益累計額合計 13 152

新株予約権 128 160

純資産合計 55,954 55,760

負債純資産合計 102,038 96,078
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 63,113 66,126

売上原価 49,156 50,259

売上総利益 13,956 15,867

販売費及び一般管理費 ※ 13,937 ※ 14,287

営業利益 18 1,580

営業外収益   

受取利息 2 0

関係会社業務受託収入 － 30

販売報奨金 33 27

団体保険配当金 56 59

その他 18 16

営業外収益合計 111 134

営業外費用   

支払利息 40 31

為替差損 89 39

その他 2 3

営業外費用合計 132 75

経常利益又は経常損失（△） △2 1,639

特別損失   

固定資産除却損 5 7

投資有価証券評価損 4 3

特別損失合計 9 11

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△12 1,628

法人税、住民税及び事業税 15 224

法人税等調整額 131 540

法人税等合計 146 764

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159 863

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△159 863
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159 863

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 0

繰延ヘッジ損益 △135 138

その他の包括利益合計 △138 138

四半期包括利益 △298 1,002

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △298 1,002
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△12 1,628

減価償却費 1,348 1,316

のれん償却額 10 10

株式報酬費用 30 32

賞与引当金の増減額（△は減少） △359 △959

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55 △91

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

受取利息及び受取配当金 △2 △0

支払利息 40 31

投資有価証券評価損益（△は益） 4 3

固定資産除却損 5 7

売上債権の増減額（△は増加） 10,254 19,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,399 △4,988

その他の流動資産の増減額（△は増加） 106 △2,316

仕入債務の増減額（△は減少） △6,682 △5,017

未払又は未収消費税等の増減額 △796 △501

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,281 △191

その他 △122 △143

小計 652 8,454

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △40 △31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △74 △1,812

その他 98 123

営業活動によるキャッシュ・フロー 638 6,735

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 500 -

有形固定資産の取得による支出 △514 △327

無形固定資産の取得による支出 △373 △182

関係会社株式の取得による支出 △151 △120

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 8 5

その他 15 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △517 △636

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,263 △1,267

リース債務の返済による支出 △498 △497

その他 △29 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,791 △1,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,673 4,333

現金及び現金同等物の期首残高 21,668 17,236

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 19,995 ※ 21,570
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【注記事項】

（追加情報）

不正取引に関する事項

　納品実体のない取引を取消処理したことで生じた差額2,841百万円は「流動資産のその他」に含めて表示してお

ります。なお、今後の状況によっては、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

給与手当 5,420百万円 5,316百万円

賞与引当金繰入額 1,968 2,104

役員賞与引当金繰入額 - 30

退職給付費用 330 324

賃借料 1,283 1,270

減価償却費 551 631

のれん償却額 10 10

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

　　　おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 18,995百万円 20,570百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券）

 
999

 
999

現金及び現金同等物 19,995 21,570
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月16日

定時株主総会
普通株式 1,268 15.00 平成28年３月31日 平成28年６月17日  利益剰余金

 

 

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後とな

るもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月28日

取締役会
普通株式 1,268 15.00 平成28年９月30日 平成28年11月22日  利益剰余金

 

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月15日

定時株主総会
普通株式 1,268 15.00 平成29年３月31日 平成29年６月16日  利益剰余金

 

 

　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後とな

るもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月30日

取締役会
普通株式 1,269 15.00 平成29年９月30日 平成29年11月22日  利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 

ＥＮＴ
事業

ＳＰ
事業

ＰＵＢ
事業

パートナ
ー事業

計

売上高          

外部顧客への

売上高
20,914 15,777 15,438 10,669 62,799 313 63,113 － 63,113

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1 － － 0 1 482 484 △484 －

計 20,915 15,777 15,438 10,669 62,801 795 63,597 △484 63,113

セグメント利益

又は損失（△）
283 726 △602 △87 319 3 322 △303 18

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サーバサービス事業等を含んで

おります。

　　　 ２.　セグメント利益（営業利益）の調整額△303百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等△

303百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 

ＥＮＴ
事業

ＳＰ
事業

ＰＵＢ
事業

パートナ
ー事業

計

売上高          

外部顧客への

売上高
21,611 13,691 16,162 14,434 65,899 226 66,126 - 66,126

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

3 - - 0 3 554 558 △558 -

計 21,615 13,691 16,162 14,434 65,903 781 66,685 △558 66,126

セグメント利益

又は損失（△）
581 715 △218 695 1,774 22 1,796 △216 1,580

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サーバサービス事業等を含んで

おります。

　　　 ２.　セグメント利益（営業利益）の調整額△216百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等△

216百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
△1.89円 10.21円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）

△159 863

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属

する四半期純損失金額（△）（百万円）

△159 863

普通株式の期中平均株式数（株） 84,564,204 84,598,752

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 10.18円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百

万円）
－ －

普通株式増加数（株） 184,619 215,934

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

(イ) 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　1,269百万円

(ロ) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　15円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成29年11月22日

(注)平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  令和２年３月12日
 

ネットワンシステムズ株式会社
 

取締役会　御中  
 
 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 菊地　　徹　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネットワンシス

テムズ株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月

１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る訂

正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネットワンシステムズ株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成29年11月７日に四半期レビュー報告書を提出した。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（訂正報告書

提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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